
※市町村体育・スポーツ協会や本協会加盟団体等が主催するスポーツ大会等において、万が一怪我など

　 があった場合に、見舞金を給付する制度です。

【見舞金給付】
①

②

③ 死　　亡

※ その他、詳細につきましてはお問い合わせください。

E-mail：soumu@sports.pref.yamanashi.jp

○申請から見舞金が給付されるまで

① 負傷者等が発生した場合、速やかに提出してください。

負傷者等の所属する団体

・ 報告書（様式１） 提出

・ 医師の診断書

② 治療が終了又は後遺障害が確定した場合、速やかに提出してください。

負傷者等

・ 申請書（様式２）

・ 医師の診断書

見舞金給付

負傷者等の所属する団体 公益財団法人
山梨県スポーツ協会

事務局経由

公益財団法人
山梨県スポーツ協会

総務委員会

審査及び額の確定

〒400-0836　甲府市小瀬町８４０

TEL：０５５－２４３－３１１１（代）

　　　０５５－２４３－３１４６（直通）

　　　　　　　総務課　　総務・経営担当

公益財団法人
山梨県スポーツ協会

事務局

８級 1,250,000円 １級 2,000,000円
2,000,000円

公益財団法人　山梨県スポーツ協会

１０級 950,000円 ３級 1,800,000円
９級 1,100,000円 ２級 1,900,000円

650,000円 ５級 1,600,000円
１１級 800,000円 ４級 1,700,000円

後
遺
障
害

１４級 350,000円 ７級 1,400,000円
１３級 500,000円 ６級 1,500,000円
１２級

30,000円
１８０日以上１年未満 50,000円
１年以上２年未満 70,000円
２年以上 100,000円

”あなたの健康応援隊“
公益財団法人山梨県スポーツ協会　

スポーツ傷害見舞金制度　
有効にご活用ください。

治療
に要
する
期間

４０日以上６０日未満 10,000円
６０日以上９０日未満 20,000円
９０日以上１８０日未満



対象事業

・県ｽﾎﾟｰﾂ少年団大会

・県体育祭り

県外大会 ・国民スポーツ大会関東ﾌﾞﾛｯｸ大会・本大会

・市町村体育祭り、市町村競技別大会等住民全員を対象

  とする規模以上のもの

・競技団体別県選手権大会（小・中・高・一般）

・競技別関東及び全国大会等県予選

・競技別国民スポーツ大会県予選

・県新人大会

・中・高県総合体育大会

・中・高　関東、全国大会県予選

県外大会 ・下記４・５に記載

・県一周駅伝

・県ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭

・四川省ｽﾎﾟｰﾂ交流大会（派遣も含む）

・国民スポーツ大会関東ﾌﾞﾛｯｸ大会・本大会

・全国身障者ｽﾎﾟｰﾂ大会

・全国健康福祉祭（スポーツ種目）

・競技力向上のための本部事業

　　合宿、交流試合

　　ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ教室等

・競技力向上のための本部事業

　　（合宿、交流試合）

（１） 山梨県高等学校体育連盟の上部団体が主催する事業

・関東高校体育大会　　・全国高校総合体育大会　　・全国高校選抜大会

（２） 山梨県小中学校体育連盟の上部団体が主催する事業

・関東中学校体育大会　　・全国中学校総合体育大会　　

（１） 山梨県高等学校野球連盟及びその上部団体が主催する事業

・関東・全国高等学校野球大会　　・関東・全国選抜高等学校野球大会

（２） 山梨県特殊教育諸学校体育連盟及びその上部団体が主催する事業

　　傷害見舞金対象事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

競技団体

学校体育団体
県内大会

県内大会

県内大会
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県スポーツ協会
（ｽﾎﾟｰﾂ少年団活動

を含む）

関係団体
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競技力向上対策本部

県内大会

3

県外大会

市町村体育・スポーツ協会
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